
第５２号議案 
ふじみ野市下水道条例及びふじみ野市水道事業給水条例の一部を改正する

条例 
（ふじみ野市下水道条例の一部改正） 
第１条 ふじみ野市下水道条例（平成１７年ふじみ野市条例第１５２号）の一
部を次のように改正する。   第８条第１項中「下水道事業管理規程」を「管理規程」に改める。   第１７条第２項中「市の」を削る。   第１８条中「定めるところにより算出する」を「定める使用料に１００分の
１１０を乗じて得た額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て

た額）とする」に改める。   第１９条第１号及び第３号中「排除量」を「量」に改める。         「 
別表第２中  使用料金（１箇月につき）   を 基本料金 ５７６円 

１㎥につき ７７円 
１㎥につき ８２円 
１㎥につき ８７円 
１㎥につき ９２円 
１㎥につき １０２円 
１㎥につき １２３円 
１㎥につき ５６円                           」  「  使用料（１か月につき）   に改める。 基本料金 ５３３円 

１㎥につき ７１円 
１㎥につき ７６円 
１㎥につき ８１円 
１㎥につき ８５円 
１㎥につき ９４円 
１㎥につき １１４円 
１㎥につき ５２円                    」  （ふじみ野市水道事業給水条例の一部改正） 

第２条 ふじみ野市水道事業給水条例（平成１７年ふじみ野市条例第１５７号）
の一部を次のように改正する。 



第９条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改め、「得

た額」の次に「（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）

」を加え、同項ただし書を削る。 
第２５条中「に定めるとおり」を「の基本料金及び従量料金の合計額に１０

０分の１１０を乗じて得た額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り捨てた額）」に改める。 
第３２条第１項本文中「加入金」の次に「の額に１００分の１１０を乗じて

得た額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）」を加え、

同条第２項中「前項の表」を「別表第２」に改め、「得た額」の次に「に１０

０分の１１０を乗じて得た額（１円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り捨てた額）」を加える。 
別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第２５条関係） 
料金   

用途 基本料金（１か月につき） 従量料金  メーターの口径

又は使用水量 料金 使用水量 料金（１㎥

につき）  一般用 １３ｍｍ ２３８円 １０㎥までの分 ６７円  ２０ｍｍ 
２５ｍｍ ３８１円 

５７１円 １０㎥を超え２０㎥までの分 ８５円  ３０ｍｍ 
４０ｍｍ １，６１９円 

２，２８５円 ２０㎥を超え３０㎥までの分 １００円  ５０ｍｍ 
７５ｍｍ ５，５２３円 

８，５７１円 ３０㎥を超え５０㎥までの分 １１９円  １００ｍｍ 
１５０ｍｍ ２０，０００円 

２８，５７１円 ５０㎥を超え７０㎥までの分 １４３円    ７０㎥を超える分 １６７円 浴場用 １００㎥まで ５，７１４円 １００㎥を超える分 ５６円 臨時用  １，６１９円 １㎥につき ２２８円

別表第２（第３２条関係）  給水管の口径 加入金の額  １３ｍｍ １１６，０００円 ２０ｍｍ ２１６，０００円 ２５ｍｍ ４３２，０００円 ３０ｍｍ ７９２，０００円 ４０ｍｍ １，４４０，０００円 ５０ｍｍ ２，１６０，０００円



 ７５ｍｍ ４，３２０，０００円 １００ｍｍ ９，２４０，０００円 １５０ｍｍ以上 管理者が別に定める額   別表第３中「ミリメートル」を「ｍｍ」に改める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している公共下
水道の使用で、施行日から令和元年１０月３１日までの間に公共下水道の使用

料（以下「使用料」という。）の支払を受ける権利が確定するもの（施行日以

後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後であるものに

あっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確

定する使用料を前回確定日（その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した

日をいい、当該確定した日がない場合には、公共下水道の使用を開始した日を

いう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受け

る権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１

日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分）に係る使用料について

は、第１条の規定による改正後のふじみ野市下水道条例第１８条及び別表第２

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
３ 施行日前から継続して供給を受ける水道の使用で、施行日から令和元年１０
月３１日までの間に水道料金（以下「料金」という。）の支払を受ける権利が

確定するもの（施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月

３１日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて

支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日（その直前の料金の支払を受け

る権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開

始した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて料金の支

払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から

同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分）に係る料金に

ついては、第２条の規定による改正後のふじみ野市水道事業給水条例第２５条

及び別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
４ 前２項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、
これを１月とする。 
令和元年６月６日提出  

ふじみ野市長 高 畑   博  
提案理由 



消費税及び地方消費税の税率が令和元年１０月１日に引き上げられることに

伴い、公共下水道の使用料等の額を改定するため、ふじみ野市下水道条例及び

ふじみ野市水道事業給水条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもの

である。 


